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≪ 適 用 対 象 ≫ 

≪ 表 示 す べ き 事 項 ≫ 

材 料 名 

寸 法 

家 庭 用 ゴ ム ・ ビ ニ ー ル 手 袋 

・炊事、洗濯、掃除、園芸等家庭での各種作業に使用するゴム製及び合成樹脂製の手袋。 

・天然ゴム、合成ゴム、塩化ビニール樹脂、ポリエチレン等製 
　品の性質を判別し得る主な材料名を表示。 

・塩化ビニール樹脂製の場合は、括弧書で可塑剤と付記。 

・裏に繊維類を用いた場合は､その組成を繊維製品品質表示規程 
　に定める指定用語（29ページの「繊維の名称を示す用語」を参 
　照)により表示。植毛、起毛、メリヤス等繊維の状態を括弧書 
　で組成の後に付記する（この場合、表、裏と小見出しを付し 
　て区別して表示）｡ 

・複数の材料を混用した場合は重量の多い順に表示（混合割合 
　は省略できる｡）｡ 

・「ビニール（ＶＩＮＹＬ）」の表示は「ビニル」としても差 
　し支えない。 

・次のア及びイについて、センチメートルの単位で小数点以下 
　第1位まで表示。 

・小数点以下第1位の数値が零（ゼロ）のとき、小数点以下の 
　表示は不要。 

・表示する数値の許容範囲は、アについてはプラスマイナス5
　パーセント、イについてはプラスマイナス3パーセント｡ 

ア　全　　　　長…手袋を押さえた状態で、中指の先端から 
　　　　　　　　　手袋の下端までの距離 
イ　掌部のまわり…手袋を押さえた状態で、人差し指の付け 
　　　　　　　　　根から小指の付け根までの距離（掌部の 
　　　　　　　　　幅）の2倍 

・表示に当たっては、ア、イともそれぞれ小見出しを付して表示｡ 

・小見出しは、アについては「全長」又は「長さ」、イについては「手 
　のひらのまわり」又は「手のひらまわり」など分かりやすい表 
  現を用いる。 

・ア及びイに加えて、中指の長さも寸法欄に表示することが望ま 
　しい（表示する数値の許容範囲はプラスマイナス5パーセン 
　ト｡）｡ 
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≪ 適 用 対 象 ≫ 

≪ 表 示 す べ き 事 項 ≫ 

材 料 名 

寸 法 

家 庭 用 ゴ ム ・ ビ ニ ー ル 手 袋 

・炊事、洗濯、掃除、園芸等家庭での各種作業に使用するゴム製及び合成樹脂製の手袋。 

・天然ゴム、合成ゴム、塩化ビニール樹脂、ポリエチレン等製 
　品の性質を判別し得る主な材料名を表示。 

・塩化ビニール樹脂製の場合は、括弧書で可塑剤と付記。 

・裏に繊維類を用いた場合は､その組成を繊維製品品質表示規程 
　に定める指定用語（29ページの「繊維の名称を示す用語」を参 
　照)により表示。植毛、起毛、メリヤス等繊維の状態を括弧書 
　で組成の後に付記する（この場合、表、裏と小見出しを付し 
　て区別して表示）｡ 

・複数の材料を混用した場合は重量の多い順に表示（混合割合 
　は省略できる｡）｡ 

・「ビニール（ＶＩＮＹＬ）」の表示は「ビニル」としても差 
　し支えない。 

・次のア及びイについて、センチメートルの単位で小数点以下 
　第1位まで表示。 

・小数点以下第1位の数値が零（ゼロ）のとき、小数点以下の 
　表示は不要。 

・表示する数値の許容範囲は、アについてはプラスマイナス5
　パーセント、イについてはプラスマイナス3パーセント｡ 

ア　全　　　　長…手袋を押さえた状態で、中指の先端から 
　　　　　　　　　手袋の下端までの距離 
イ　掌部のまわり…手袋を押さえた状態で、人差し指の付け 
　　　　　　　　　根から小指の付け根までの距離（掌部の 
　　　　　　　　　幅）の2倍 

・表示に当たっては、ア、イともそれぞれ小見出しを付して表示｡ 

・小見出しは、アについては「全長」又は「長さ」、イについては「手 
　のひらのまわり」又は「手のひらまわり」など分かりやすい表 
  現を用いる。 

・ア及びイに加えて、中指の長さも寸法欄に表示することが望ま 
　しい（表示する数値の許容範囲はプラスマイナス5パーセン 
　ト｡）｡ 

・中指の長さは、手袋内に適当に 
　空気を入れ、そのまま手袋の中 
　指と薬指との間のまた部から中 
　指の側面に沿って測定した中指 
　の先端までの距離とする。 

・寸法を付した手袋の略図（寸法 
　図）も、消費者の理解を助けるの 
　で表示することが望ましい。 

・寸法図を表示する場合は、一括表示の枠外に表示。 

（表示例） 

・反復使用を目的としない製品（使い捨てのもの）については、 
　その旨の表示をしたときは寸法の表示を省略することができ 
　る。 

使 用 上 の 注 意 ・次のア及びイについて必要な表示をする。 

ア  皮膚かぶれ等に関する注意 
イ  次の（ア）から（オ）までのうち、製品の特性等を勘案の 

上、必要な事項を表示｡ 

（ア） 清潔を保つことに関する注意（洗い方、干し方
などを含む。） 

（イ） 油脂、薬品等に対する注意 
（ウ） 熱に対する注意 
（エ） とがったもの、鋭利な刃物等に対する注意 
（オ） その他使用上及び保管上必要な注意 

・この表示に当たって、天然ゴム製の場合は少なくとも（ア）及び 
（イ）の事項を、塩化ビニール樹脂製の場合は（ア）、（ウ）及び 
（エ）を表示することが原則（この場合、塩化ビニール樹脂製の 
（ウ）の表示には「熱に弱い」という文言を入れる。）｡ 

   例  （塩化ビニール樹脂製の熱に対する注意） 
ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものに触れ 
 ないでください。 

中指の長さ 

掌部 
　の幅 

全
　

長
 

29cm
6.8cm

20cm
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事 業 者 の 氏 名 ／ 名 称 
・ 住 所 ・ 電 話 番 号 

・製造業者、輸入業者又は販売業者等で表示に責任を持つ者 
　の氏名又は名称、住所及び電話番号を表示。 

≪ 表 示 の 方 法 ≫ 
・表示すべき事項のうち、「材料名」、「寸法」、「使用上の注意」は、それぞれ見出しを付けて、一 
  括表示（枠で囲ってまとめて表示）する。 

・表示に用いる文字は、日本工業規格Ｚ8305（活字の基準寸法）に規定する8ポイントの 
　活字以上の大きさ。 

・表示すべき事項は、最小販売単位ごとに、包装又は本体の見やすい箇所に、地色と対照的な色 
　のインクを用いるなど、見やすいように表示。 

・複数の製品をまとめて包装した場合は、その「入り数」を表示。 

・片手専用のものは「右手専用」など、その旨を表示。 

・任意表示である用途名で「炊事用」又は「調理用」など、食品に触れることが考えられる用途 
　名を表示する製品は、食品衛生法に基づく規格基準に適合するものであることが望ましい｡ 

  （表示例：天然ゴム製） 

　  ＞面 裏＜ ＞面 表＜

家庭用ゴム手袋 
○○グローブ 
掃除・洗濯用 

○○手袋株式会社 
東京都○○区西新宿1－1－1
電話 03(▲▲▲▲)■■■■ 

材 料 名 
・表　天然ゴム 
・裏　レーヨン（植毛） 

寸   法   
全長 　　　　　 30㎝ 
手のひらまわり  20㎝ 
中指の長さ 　　 7.5㎝ 

使 用 上 の 注 意 
・体質によっては、かゆみ、かぶれ、 

発疹等を起こすことがあります。 
異常を感じたら御使用をおやめ 
ください。 

・使用後は水洗いして、清潔に御 
　使用ください。 
・高濃度の薬品やガソリン、ベンジ 
　ン類には使用しないでください。 

7.5cm

30cm

20cm

サイズＭ 
● ● ● 
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事 業 者 の 氏 名 ／ 名 称 
・ 住 所 ・ 電 話 番 号 

・製造業者、輸入業者又は販売業者等で表示に責任を持つ者 
　の氏名又は名称、住所及び電話番号を表示。 

≪ 表 示 の 方 法 ≫ 
・表示すべき事項のうち、「材料名」、「寸法」、「使用上の注意」は、それぞれ見出しを付けて、一 
  括表示（枠で囲ってまとめて表示）する。 

・表示に用いる文字は、日本工業規格Ｚ8305（活字の基準寸法）に規定する8ポイントの 
　活字以上の大きさ。 

・表示すべき事項は、最小販売単位ごとに、包装又は本体の見やすい箇所に、地色と対照的な色 
　のインクを用いるなど、見やすいように表示。 

・複数の製品をまとめて包装した場合は、その「入り数」を表示。 

・片手専用のものは「右手専用」など、その旨を表示。 

・任意表示である用途名で「炊事用」又は「調理用」など、食品に触れることが考えられる用途 
　名を表示する製品は、食品衛生法に基づく規格基準に適合するものであることが望ましい｡ 

  （表示例：天然ゴム製） 

　  ＞面 裏＜ ＞面 表＜

家庭用ゴム手袋 
○○グローブ 
掃除・洗濯用 

○○手袋株式会社 
東京都○○区西新宿1－1－1
電話 03(▲▲▲▲)■■■■ 

材 料 名 
・表　天然ゴム 
・裏　レーヨン（植毛） 

寸   法   
全長 　　　　　 30㎝ 
手のひらまわり  20㎝ 
中指の長さ 　　 7.5㎝ 

使 用 上 の 注 意 
・体質によっては、かゆみ、かぶれ、 

発疹等を起こすことがあります。 
異常を感じたら御使用をおやめ 
ください。 

・使用後は水洗いして、清潔に御 
　使用ください。 
・高濃度の薬品やガソリン、ベンジ 
　ン類には使用しないでください。 

7.5cm

30cm

20cm

サイズＭ 
● ● ● 

材料名 
・表　塩化ビニール樹脂（可塑剤） 
・裏　綿（起毛） 

寸 法 
全長 　　　　　29㎝ 
手のひらまわり 20㎝ 
中指の長さ 　　6.8㎝ 

使 用 上 の注意 
・体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹 

等を起こすことがあります。異常を感じ 
たら御使用をおやめください。 

・使用後は水洗いして、清潔に御使用く 
ださい。 

　で、熱いものに触れないでください。 
・とがったもの、鋭利な刃物で傷を付けぬ 
　よう御注意ください。 

・ビニール製は60℃以上の熱に弱いの 

材料名 
ポリエチレン 

使用上の注意 
体質によっては、かゆみ、かぶれ、 
発疹等を起こすことがあります。異 
常を感じたら、御使用をおやめくだ 
さい。 

家庭用手袋 
○ハンド 

（フリーサイズ） 

使い捨て・8枚入 

  ○○手袋株式会社   
  東京都○○区西新宿 1－ 1－1
  電話   03(▲▲▲▲)■■■■ 

  電話   03(▲▲▲▲)■■■■ 
  

    ○○手袋株式会社   
  東京都○○区西新宿 1－ 1－1

（表示例：塩化ビニール樹脂製） （表示例：ポリエチレン製） 
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原 料 樹 脂 の 種  原料樹脂の種類を示す用語類

エチレンを主成分として重合した合成樹脂

プロピレンを主成分として重合した合成樹脂

塩化ビニルを主成分として重合した合成樹脂

フェノール類とホルムアルデヒドを主体として縮合した合成樹脂  

ユリアとホルムアルデヒドを主体として縮合した合成樹脂

メラミンとホルムアルデヒドを主体として縮合した合成樹脂

多価アルコール類と不飽和多塩基酸類との縮合物を主成分と 
する合成樹脂 

スチレンとアクリロニトリルを主成分として共重合した合成樹脂  

スチレンとアクリロニトリルとブタジエンを主成分として共 
重合した合成樹脂 

メタクリル酸メチルを主成分として重合した合成樹脂

ビスフェノール類とホスゲンとを縮合した合成樹脂

脂樹成合つ持を合結ルテーエに鎖主

脂肪族ジアミン又はグリコール類とジイソシアネート類の重 
付加物を主成分とする合成樹脂 

エチレングリコールとテレフタル酸又はテレフタル酸ジメチル
を主体として縮合し、重合した合成樹脂

塩化ビニリデンを主成分として重合した合成樹脂

ブタジエンを主成分として重合した合成樹脂

エチレンと酢酸ビニルを主成分として共重合した合成樹脂

メチルペンテンを主成分として重合した合成樹脂

メタクリル酸メチルとスチレンを主成分として共重合した合 
成樹脂 

ポリエチレン 

ポリプロピレン 

塩化ビニル樹脂 

フェノール樹脂 

ユリア樹脂 

メラミン樹脂 

不飽和ポリエステル樹脂 

ポリスチレン 
スチロール樹脂 

ＡＳ樹脂 

ＡＢＳ樹脂 

メタクリル樹脂 

ポリカーボネート 

ポリアセタール
ポリアミド 

ナイロン 

ポリウレタン 

ポリエチレンテレフタレート

ポリ塩化ビニリデン 

ポリブタジエン 

ＥＶＡ樹脂 

ポリメチルペンテン 

メタクリルスチレン 

スチレンを主成分として重合した合成樹脂 

主鎖にアミド結合を持つ合成樹脂 

原料樹脂の種類と原料樹脂の種類を示す用語（合成樹脂加工品品質表示規程より）

ＰＥT

アクリル樹脂

前各項上欄に掲げる原料樹脂以外の原料樹脂 原料樹脂の種類の通称を示す用語

表示名
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原 料 樹 脂 の 種  原料樹脂の種類を示す用語類

エチレンを主成分として重合した合成樹脂

プロピレンを主成分として重合した合成樹脂

塩化ビニルを主成分として重合した合成樹脂

フェノール類とホルムアルデヒドを主体として縮合した合成樹脂  

ユリアとホルムアルデヒドを主体として縮合した合成樹脂

メラミンとホルムアルデヒドを主体として縮合した合成樹脂

多価アルコール類と不飽和多塩基酸類との縮合物を主成分と 
する合成樹脂 

スチレンとアクリロニトリルを主成分として共重合した合成樹脂  

スチレンとアクリロニトリルとブタジエンを主成分として共 
重合した合成樹脂 

メタクリル酸メチルを主成分として重合した合成樹脂

ビスフェノール類とホスゲンとを縮合した合成樹脂

脂樹成合つ持を合結ルテーエに鎖主

脂肪族ジアミン又はグリコール類とジイソシアネート類の重 
付加物を主成分とする合成樹脂 

エチレングリコールとテレフタル酸又はテレフタル酸ジメチル
を主体として縮合し、重合した合成樹脂

塩化ビニリデンを主成分として重合した合成樹脂

ブタジエンを主成分として重合した合成樹脂

エチレンと酢酸ビニルを主成分として共重合した合成樹脂

メチルペンテンを主成分として重合した合成樹脂

メタクリル酸メチルとスチレンを主成分として共重合した合 
成樹脂 

ポリエチレン 

ポリプロピレン 

塩化ビニル樹脂 

フェノール樹脂 

ユリア樹脂 

メラミン樹脂 

不飽和ポリエステル樹脂 

ポリスチレン 
スチロール樹脂 

ＡＳ樹脂 

ＡＢＳ樹脂 

メタクリル樹脂 

ポリカーボネート 

ポリアセタール
ポリアミド 

ナイロン 

ポリウレタン 

ポリエチレンテレフタレート

ポリ塩化ビニリデン 

ポリブタジエン 

ＥＶＡ樹脂 

ポリメチルペンテン 

メタクリルスチレン 

スチレンを主成分として重合した合成樹脂 

主鎖にアミド結合を持つ合成樹脂 

原料樹脂の種類と原料樹脂の種類を示す用語（合成樹脂加工品品質表示規程より）

ＰＥT

アクリル樹脂

前各項上欄に掲げる原料樹脂以外の原料樹脂 原料樹脂の種類の通称を示す用語

表示名

繊維の名称を示す用語（繊維製品品質表示規程より） 

分類 繊維等の種類 指定用語

植物繊維

綿
綿
コットン
COTTON

麻

亜麻
麻
亜麻
リネン

苧
ちょ

麻

麻

苧
ちょ

麻
ラミー

上記以外の植物繊維

「植物繊維」の用語にその繊維
の名称を示す用語又は商標を
括弧を付して付記したもの

（ただし、括弧内に用いること
のできる繊維の名称を示す用
語又は商標は一種類に限る。）

動物繊維

毛

羊毛

毛
羊毛
ウール
WOOL

モヘヤ
毛
モヘヤ

アルパカ
毛
アルパカ

らくだ
毛
らくだ
キャメル

カシミヤ
毛
カシミヤ

アンゴラ
毛
アンゴラ

その他
のもの

毛

「毛」の用語にその繊維の名称
を示す用語又は商標を括弧を
付して付記したもの（ただ
し、括弧内に用いることので
きる繊維の名称を示す用語又
は商標は一種類に限る。）

絹
絹
シルク
SILK

上記以外の動物繊維

「動物繊維」の用語にその繊維
の名称を示す用語又は商標を
括弧を付して付記したもの

（ただし、括弧内に用いること
のできる繊維の名称を示す用
語又は商標は一種類に限る。）

再生繊維

ビスコース
繊維

平均重合度
が450以 上
のもの

レーヨン
ＲＡＹＯＮ
ポリノジック

その他のも
の

レーヨン
ＲＡＹＯＮ

銅アンモニア繊維 キュプラ

上記以外の再生繊維

「再生繊維」の用語にその繊維
の名称を示す用語又は商標を
括弧を付して付記したもの

（ただし、括弧内に用いること
のできる繊維の名称を示す用
語又は商標は一種類に限る。）

分類 繊維等の種類 指定用語

半合成
繊維

アセテート繊維

水 酸 基 の
92％以上が
酢酸化され
ているもの

アセテート
ACETATE
トリアセテート

その他のもの
アセテート
ACETATE

上記以外の半合成繊維

「半合成繊維」の用語にその繊
維の名称を示す用語又は商標
を括弧を付して付記したもの

（ただし、括弧内に用いること
のできる繊維の名称を示す用
語又は商標は一種類に限る。）

合成繊維

ナイロン繊維
ナイロン
NYRON

ポリエステル系合成繊維
ポリエステル
POLYESTER

ポリウレタン系合成繊維 ポリウレタン
ポリエチレン系合成繊維 ポリエチレン
ビニロン繊維 ビニロン
ポリ塩化ビニリデン系合成繊維 ビニリデン
ポリ塩化ビニル系合成繊維 ポリ塩化ビニル

ポリアクリル
ニトリル系合
成繊維

アクリルニ
トリルの質
量 割 合 が
85％以上の
もの

アクリル

その他のもの アクリル系
ポリプロピレン系合成繊維 ポリプロピレン
ポリ乳酸繊維 ポリ乳酸
アラミド繊維 アラミド

上記以外の合成繊維

「合成繊維」の用語にその繊維
の名称を示す用語又は商標を
括弧を付して付記したもの

（ただし、括弧内に用いること
のできる繊維の名称を示す用
語又は商標は一種類に限る。）

無機繊維

ガラス繊維 ガラス繊維
金属繊維 金属繊維
炭素繊維 炭素繊維

上記以外の無機繊維

「無機繊維」の用語にその繊維
の名称を示す用語又は商標を
括弧を付して付記したもの

（ただし、括弧内に用いること
のできる繊維の名称を示す用
語又は商標は一種類に限る。）

羽毛
ダウン ダウン

その他のもの
フェザー
その他の羽毛

分類外
繊維

上記各項目に掲げる繊維等
以外の繊維

「分類外繊維」の用語にその繊
維の名称を示す用語又は商標
を括弧を付して付記したもの

（ただし、括弧内に用いること
のできる繊維の名称を示す用
語又は商標は一種類に限る。）

備考　左欄の分類が明らかで、かつ、種類が不明である繊維について
は、その繊維の名称を示す用語又は商標を省略することができ
る。

※　複合繊維の名称を示す場合には、「複合繊維」の用語の後に一種類
以上、三種類までのポリマーの名称を示す用語等（全てのポリマー
の名称が表の右欄に掲げる指定用語（「上記以外の植物繊維」、「上
記以外の動物繊維」、「上記以外の再生繊維」、「上記以外の半合成
繊維」、「上記以外の合成繊維」、「上記以外の無機繊維」又は「上
記各項目に掲げる繊維等以外の繊維」に該当する指定用語を除く。）
に当たる場合はその指定用語を、それ以外の場合は複合繊維の名
称を示す「商標」又は「指定用語及びポリマーの名称を示す用語」）
を表示する（繊維規程第6条第2項）
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1 洗濯表示
（1）洗濯表示に関する記号について
　洗濯表示記号は、次の基本記号及び基本記号と組み合わせて用いる付加記号で
構成されます。

①洗濯処理記号（基本記号）

②漂白処理記号（基本記号）

③乾燥処理記号（基本記号）

④アイロン仕上げ処理記号（基本記号）

⑤商業クリーニング処理（基本記号）

⑥弱い処理記号（付加記号）

⑦非常に弱い処理記号（付加記号）

家庭洗濯等取扱方法（日本工業規格Ｌ0001より）
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1 洗濯表示
（1）洗濯表示に関する記号について
　洗濯表示記号は、次の基本記号及び基本記号と組み合わせて用いる付加記号で
構成されます。

①洗濯処理記号（基本記号）

②漂白処理記号（基本記号）

③乾燥処理記号（基本記号）

④アイロン仕上げ処理記号（基本記号）

⑤商業クリーニング処理（基本記号）

⑥弱い処理記号（付加記号）

⑦非常に弱い処理記号（付加記号）

家庭洗濯等取扱方法（日本工業規格Ｌ0001より）
⑧処理温度記号（付加記号）
　①の洗濯処理記号の処理温度については、摂氏の単位記号“℃”を省略した温度
の数字で表示し、③乾燥処理記号及び④アイロン仕上げ処理記号の処理温度につい
ては、以下のドットで表示します（ドット数が増えると処理温度がより高いことを
表します）。

⑨処理・操作の禁止記号（付加記号）

（2）洗濯表示記号の種類
　洗濯表示記号は、（1）の基本記号の組合せや、組合せを基礎にした記号により表
示されます。（詳細は33ページ「洗濯表示記号」を参照）。

（例1　酸素系漂白の表示記号）
　漂白の基本記号に斜線を加えたもの。塩素系漂白剤の使用ができないことを示し
ます。

（例2　ウエットクリーニングの表示記号）
　商業クリーニングの基本記号にウエットを示すWの英文字を加えたもの。ウエッ
トクリーニング処理ができることを示します。
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2 表示方法
 （1）記号の適用

・記号は、直接製品に記載するか、又はラベル（縫い付けラベルなど）に記載しま
す。

・ラベルは、少なくともラベルを付ける繊維製品と同程度の家庭洗濯処理及び商業
クリーニング処理に耐え得る適切な素材で作成します。

・ラベル並びにラベルに印字した記号及び付記用語は、容易に読み取れる大きさと
し、製品の耐用期間中は判読可能でなければなりません。

・ラベルは、消費者が簡単に分かる箇所に見やすく、縫い目などに隠れず、かつ、
しっかりと容易に取れない方法で繊維製品に取り付けなければなりません。

 
（2）記号の使用 

・処理記号は、洗濯、漂白、乾燥、アイロン仕上げ、商業クリーニングの順に並べ
ます。

・1個以上の乾燥処理記号又は1個以上の商業クリーニング記号が必要な場合は、洗
濯、漂白、タンブル乾燥、自然乾燥、アイロン仕上げ、ドライクリーニング及び
ウエットクリーニングの順に並べます。

・この規格で規定されている5個の基本記号のいずれかが記載されていないときに
は、その記号によって意味している全ての処理が可能とします。

・記号によって表示される処理は、特別な指示がある場合を除き、その繊維製品の
全体に適用されます。

（3）付記用語等の表示（任意表示）
　洗濯表示記号で表すことのできない取扱方法に関する情報は、必要に応じて、
記号を並べて表示した近くに用語（付記用語）や文章で表示することができます
（事業者の任意表示）。
考えられる付記用語の例：
「洗濯ネット使用」「裏返しにして洗う」「弱く絞る」「あて布使用」「飾り部分アイ
ロン禁止」など
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2 表示方法
 （1）記号の適用

・記号は、直接製品に記載するか、又はラベル（縫い付けラベルなど）に記載しま
す。

・ラベルは、少なくともラベルを付ける繊維製品と同程度の家庭洗濯処理及び商業
クリーニング処理に耐え得る適切な素材で作成します。

・ラベル並びにラベルに印字した記号及び付記用語は、容易に読み取れる大きさと
し、製品の耐用期間中は判読可能でなければなりません。

・ラベルは、消費者が簡単に分かる箇所に見やすく、縫い目などに隠れず、かつ、
しっかりと容易に取れない方法で繊維製品に取り付けなければなりません。

 
（2）記号の使用 

・処理記号は、洗濯、漂白、乾燥、アイロン仕上げ、商業クリーニングの順に並べ
ます。

・1個以上の乾燥処理記号又は1個以上の商業クリーニング記号が必要な場合は、洗
濯、漂白、タンブル乾燥、自然乾燥、アイロン仕上げ、ドライクリーニング及び
ウエットクリーニングの順に並べます。

・この規格で規定されている5個の基本記号のいずれかが記載されていないときに
は、その記号によって意味している全ての処理が可能とします。

・記号によって表示される処理は、特別な指示がある場合を除き、その繊維製品の
全体に適用されます。

（3）付記用語等の表示（任意表示）
　洗濯表示記号で表すことのできない取扱方法に関する情報は、必要に応じて、
記号を並べて表示した近くに用語（付記用語）や文章で表示することができます
（事業者の任意表示）。
考えられる付記用語の例：
「洗濯ネット使用」「裏返しにして洗う」「弱く絞る」「あて布使用」「飾り部分アイ
ロン禁止」など

番号 記号 記号の意味

190 ・液温は95℃を限度とし、洗濯
機で洗濯ができる

170 ・液温は70℃を限度とし、洗濯
機で洗濯ができる

160 ・液温は60℃を限度とし、洗濯
機で洗濯ができる

161 ・液温は60℃を限度とし、洗濯
機で弱い洗濯ができる

150 ・液温は50℃を限度とし、洗濯
機で洗濯ができる

151 ・液温は50℃を限度とし、洗濯
機で弱い洗濯ができる

140 ・液温は40℃を限度とし、洗濯
機で洗濯ができる

141 ・液温は40℃を限度とし、洗濯
機で弱い洗濯ができる

142 ・液温は40℃を限度とし、洗濯
機で非常に弱い洗濯ができる

130 ・液温は30℃を限度とし、洗濯
機で洗濯ができる

131 ・液温は30℃を限度とし、洗濯
機で弱い洗濯ができる

132 ・液温は30℃を限度とし、洗濯
機で非常に弱い洗濯ができる

110 ・液温は40℃を限度とし、手洗
いができる

100 ・家庭での洗濯禁止

番号 記号 記号の意味

220 ・塩素系及び酸素系の漂白剤を
使用して漂白ができる

210 ・酸素系漂白剤の使用はできる
が、塩素系漂白剤は使用禁止

200 ・塩素系及び酸素系漂白剤の
使用禁止

番号 記号 記号の意味

320 ・タンブル乾燥ができる
（排気温度上限80℃）

310
・低い温度でのタンブル乾
燥ができる
（排気温度上限60℃）

300 ・タンブル乾燥禁止

番号 記号 記号の意味

440 ・つり干しがよい

445 ・日陰のつり干しがよい

430 ・ぬれつり干しがよい

435 ・日陰のぬれつり干しがよ
い

420 ・平干しがよい

425 ・日陰の平干しがよい

410 ・ぬれ平干しがよい

415 ・日陰のぬれ平干しがよい

番号 記号 記号の意味

530 ・底面温度200℃を限度と
してアイロン仕上げができる

520 ・底面温度150℃を限度と
してアイロン仕上げができる

510 ・底面温度110℃を限度と
してスチームなしでアイロン
仕上げができる

500 ・アイロン仕上げ禁止

番号 記号 記号の意味

620
・パークロロエチレン及び
石油系溶剤によるドライク
リーニングができる

621
・パークロロエチレン及び
石油系溶剤による弱いドラ
イクリーニングができる

610 ・石油系溶剤によるドライ
クリーニングができる

611 ・石油系溶剤による弱いド
ライクリーニングができる

600 ・ドライクリーニング禁止

番号 記号 記号の意味

710
・ウエットクリーニングが
できる

711 ・弱い操作によるウエット
クリーニングができる

712 ・非常に弱い操作によるウ
エットクリーニングでがきる

700 ・ウエットクリーニング禁
止

表1　洗濯処理

表2　漂白処理

表3　タンブル乾燥

表4　自然乾燥

表5　アイロン仕上げ

表6　ドライクリーニング

表7　ウエットクリーニング※

洗濯表示記号

記号で表せない取扱情報は、必要に応じて、記号を並べて表示した近くに用語や文章で付記されます。（事業者の任意表示）

考えられる付記用語の例：「洗濯ネット使用」「裏返しにして洗う」 「弱く絞る」「あて布使用」など

付記用語について

※ぬれ干しとは、洗濯機による脱水や、手で
　ねじり絞りをしないで干すことです。

※ウエットクリーニングとは、クリーニング店
　が特殊な技術で行うプロの水洗いと仕上げま
　で含む洗濯です。
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第１章　総則　　　　　　　　　　　　　　
　（目的）
第１条　この条例は、都民の消費生活に関し、

東京都（以下「都」という。）が実施する施
策について必要な事項を定め、都民の自主的
な努力と相まって、次に掲げる消費者の権利
（以下「消費者の権利」という。）を確立し、
もって都民の消費生活の安定と向上を図る
ことを目的とする。 

一　消費生活において、商品又はサービスに
よって、生命及び健康を侵されない権利

二　消費生活において、商品又はサービスを適
切に選択し、適正に使用又は利用をするため、
適正な表示を行わせる権利 

三　消費生活において、商品又はサービスにつ
いて、不当な取引条件を強制されず、不適正
な取引行為を行わせない権利 

四　消費生活において、事業者によって不当に
受けた被害から、公正かつ速やかに救済され
る権利 

五　消費生活を営むために必要な情報を速や
かに提供される権利 

六　消費生活において、必要な知識及び判断力
を習得し、主体的に行動するため、消費者教
育を受ける権利 

第３章　表示、包装及び計量の適正化　　  
 （表示等の調査）
第 １５ 条　知事は、必要と認める商品又はサービ

スについて、その表示、包装又は計量の実態
等につき必要な調査を行うものとする。 

２　知事は、消費者の商品又はサービスの適切
な購入、適正な使用若しくは利用又は消費生
活上の被害の防止のため必要があると認め
るときは、前項の規定による調査の経過及び
結果を明らかにするものとする。

 （品質等の表示）
第 １６ 条　知事は、消費者が商品を購入するに当

たりその内容を容易に識別し、かつ、適正に
使用するため必要があると認めるときは、法
令に定めがある場合を除き、商品ごとに、そ
の成分、性能、使用方法、供給する事業者の
住所及び氏名又は名称その他の表示すべき
事項、表示の方法その他表示に際し事業者が

守るべき事項（以下「商品表示事項等」とい
う。）を指定することができる。

２　知事は、消費者がサービスを購入するに当
たりその内容若しくは取引条件を容易に識
別し、かつ、適正に利用し、又は消費者の被
害を防止するため必要があると認めるとき
は、法令に定めがある場合を除き、サービス
ごとに、その具体的内容、取引条件、提供す
る事業者の住所及び氏名又は名称その他の
表示すべき事項、表示の方法その他表示に際
し事業者が守るべき事項（以下「サービス表
示事項等」という。）を指定することができ
る。

３　知事は、商品又はサービスが自動販売機そ
の他これに類似する機械により供給される
場合において、消費者がその商品又はサービ
スの内容及び取引条件を識別するため必要
があると認めるときは、商品又はサービスご
とに、商品表示事項等又はサービス表示事項
等を指定することができる。

４　事業者は、商品又はサービスを供給するに
当たり、前３項の規定により指定された商品
表示事項等又はサービス表示事項等を守ら
なければならない。

第９章　東京都消費生活対策審議会　　　  
 （東京都消費生活対策審議会）
第 ４５ 条　都民の消費生活の安定と向上に関す

る基本的事項を調査審議させるため、知事の
附属機関として、東京都消費生活対策審議会
（以下「審議会」という。）を置く。

２　知事は、次に掲げる場合には、審議会に諮
問しなければならない。

一　第 １０ 条第２項の規定による認定をしよう
とするとき。

二　第 １４ 条第１項、第 １６ 条第１項から第３項ま
で又は第 １７ 条第１項の規定による指定を行
う商品若しくはサービスを選定し、又はその
解除をしようとするとき。

第 １０ 章　調査、勧告、公表等　　　　　　   
　（立入調査等）
第 ４６ 条　知事は、第 １０ 条、第 １２ 条から第 １４ 条ま

で、第 １６ 条から第 １９ 条まで、第 ２２ 条、第 ２６ 条
及び第 ５１ 条第１項の規定の施行に必要な限
度において、事業者に対し、報告を求め、そ
の職員をして、事業者の事務所、事業所その

東京都消費生活条例（抜粋） 
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他その事業を行う場所に立ち入って、帳簿、
書類、設備その他の物件を調査させ、若しく
は関係人に質問させ、又は第 １０ 条に定める調
査及び認定並びに第 １２ 条に定める認定を行
うため、必要最小限度の数量の商品又は当該
事業者がサービスを提供するために使用す
る物若しくは当該サービスに関する資料（以
下「商品等」という。）の提出を求めること
ができる。

２　知事は、事業者又はその関係人が前項の規
定による報告、商品等の提出若しくは立入調
査を拒み、又は質問に対し答弁しなかったと
きは、事業者に対し、書面により、報告若し
くは商品等の提出を要求し、又は立入調査若
しくは質問に応ずべきことを要求すること
ができる。

３　前項の書面には、要求に応じない場合にお
いては、当該事業者の氏名又は名称その他必
要な事項を公表する旨及び報告、商品等の提
出、立入調査又は質問を必要とする理由を付
さなければならない。

４　第１項及び第２項の規定により立入調査
又は質問を行う職員は、その身分を示す証明
書を携帯し、関係人に提示しなければならな
い。

５　都は、第１項及び第２項の規定により事業
者から商品等を提出させたときは、正当な補
償を行うものとする。

６　第１項又は第２項の規定による立入調査
の権限は、犯罪捜査のために認められたもの
と解釈してはならない。

　（告示）
第 ４７ 条　知事は、第 １４ 条第１項、第 １６ 条第１項

から第３項まで、第 １７ 条第１項、第 １８ 条第１
項若しくは第２項若しくは第 ２２ 条第１項の
規定による指定をし、若しくはその変更若し
くは解除をしたとき、又は第 １９ 条第２項の規
定による基準の設定をし、若しくはその変更
若しくは廃止をしたときは、その旨を告示し
なければならない。

　（指導及び勧告）
第 ４８ 条　知事は、第 １４ 条第２項、第 １６ 条第４項、

第 １７ 条第２項、第 １８ 条第２項、第 １９ 条第３項
又は第 ２５ 条第２項の規定に違反をしている
事業者があるときは、その者に対し、当該違
反をしている事項を是正するよう指導し、及
び勧告することができる。

　（意見陳述の機会の付与）
第 ４９ 条　知事は、第 １０ 条第３項の規定による要

求又は第 ２３ 条若しくは前条の規定による勧
告をしようとするときは、当該要求又は勧告
に係る事業者に対し、当該事案について意見
を述べ、証拠を提示する機会を与えなければ
ならない。

　（公表）
第 ５０ 条　知事は、事業者が第 １０ 条第３項若しく

は第 ４６ 条第２項の規定による要求又は第 １２
 条、第 ２３ 条若しくは第 ４８ 条の規定による勧告
に従わないときは、その旨を公表するものと
する。
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お問合せは…

東京都生活文化局消費生活部取引指導課
〒163－8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
電話 03－5388－3066（ダイヤルイン）

東京都の消費者行政関連情報は…

「東京くらしWEB」https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/


